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第Ⅲ部 案件形成調査事業における環境社会配慮（案） 

 
１． 基本的な考え方 
（１） 前 提 
・ 第Ⅲ部において示される環境社会配慮は、経済産業省から受託している「地球環

境・プラント活性化事業等調査」、「開発途上国民活事業環境整備支援事業実現

可能性調査」、「石油資源開発等支援調査」の案件形成調査（以下｢ジェトロ調査｣

という）事業を対象とする1。 
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